
こんなこと
思いあたりませんか？

　春は新生活を始める方が多い季節ですが、それに伴って商品
購入などの契約に関するトラブルに巻き込まれる危険性が増す
時期でもあります。
　最近は、インターネットを使った詐欺など、手口がますます巧

妙化している他、高齢者を狙った悪質商法も増えてきています。
　消費生活センターでは、消費生活相談員がみなさんからの相談
に応じています。困ったときは一人で悩まず、消費生活センターに
相談してください。　　　　　　　  ☎３２０-０６６８同センター

　消費生活相談員は、国の資格試験や国民生
活センターの認定試験などに合格し、消費者を
守る法律などの専門知識を有し、トラブルの際
の具体的な解決策や交渉方法を助言していま
す。

　本市の消費生活センターでは相談員が原則１
日４人体制で、行徳支所は月２回１人体制で相
談に応じています。相談員は、中立公平な立場
で問題の解決に努めます。

　相談員は、解決策や業者との交渉方法をアドバイスします。
個人情報はしっかり守られ、複雑な案件の場合は、消費生活セン
ターが間に入って交渉したり、弁護士相談へつないだりすること
もあります。
　相談内容は個人が特定できない形で、千葉県を通じて国民生
活センターに報告しています。国民生活センターでは相談内容
を集積し、情報提供を行う他、消費者庁などが悪質な業者に行政
指導を行うなど、消費者被害の防止に役立てられています。

　消費生活センターでは、未
成年者から高齢者まで、年間
約3,000件の相談を受けて
います。最近増えているイン
ターネットでの通信販売のトラ
ブルでは、業者と連絡が取れ
なくなるなど、解決が困難な
事例もあります。このような悪
質商法に遭わないためには、
手口を知るなどして未然防止
に努めることが大切です。

　トラブルに遭わないようにするた
めには、不審に思ったら即答せず、
周りに相談するとともに、悪質商法
の手口などを知っておくことが大切
です。
　消費生活センターでは、主催の消
費生活講座の他、自治会や学校な
どに出向き、出前消費者講座を行っ
ています。

消費生活センター（市川南１-１-１ ザ タワーズ イースト２階）
月～金曜日、午前１０時～午後４時（窓口

と電話相談）、第２・４土曜日（祝日を除く）は
電話相談のみ行っています。

相談専用☎３２０-０６６６

行徳支所  市民相談室
第２・４火曜日（祝日を除く）、午前１０時～正午、午後１時～４時（窓口と電話相談）

相談専用☎３５９-１１２１
第２・４火曜日以外は消費生活センターにご連絡ください。

弁護士による多重債務専門の法律相談（予約制）
４月４日（火）・１８日（火）、５月２日（火）・１６日（火）、それぞれ午後１時～４時
４月４日（火）・１８日（火）、５月２日（火）＝市役所総合市民相談課

５月１６日（火）＝仮本庁舎総合市民相談課（南八幡２-２０-２）
※６月以降の相談日、相談場所については本紙の毎月3週号の2面でお知らせします。

消費生活センター相談専用☎３２０-０６６６
（受付時間 午前１０時～午後４時）

消費生活講座
消費生活に関わりの深い話題を取
り上げ、各分野の専門講師を招い
て暮らしの中で活かせる情報を提
供する講座を開催しています。開
催日時・内容は、広報紙でお知らせ
しています。

出前消費者講座
消費生活相談員などが悪質商法の最新事
例やクーリング・オフなどの対処法をわかり
やすく話します。

自治会・町会、高齢者クラブ、学校、各種
サークルなどの団体10人程度から、希望の
場所で行います。

開催希望日の１カ月前までに、☎３２０-
０６６８消費生活センターへ申し込み。

無料サイトだと
思ったのに
　　　　アダルトサイトで「無料」
とあったのでサンプル画像をク
リックしたら、突然、登録完了画面
が表示され、料金を請求された。

　　　　　　ワンクリック詐欺といわれるもので、ど
の世代でも多い相談となっています。画面をクリック
しただけなら契約は成立しておらず、支払う必要はあ
りません。個人情報が知られてしまう危険性があるの
で、業者には自分から連絡はせず、消費生活センター
に相談してください。

消費生活相談員から

消費者生活センター
ザ タワーズ
イースト 2階

案内板案内板

ペデストリアンデッキペデストリアンデッキ

JR総武線至小岩 至本八幡
JR市川駅
南口

消費者トラブルから身を守るために相談するには

消費生活相談員ってどんな人なの

相談はこうして解決します

巧妙な手口にご用心

こんなときは消費生活センターへ

　消費生活センターでは、商品を買う、サービスを受けるなど契約を結ぶ際のト
ラブルに関する相談を受け付けています。相談の方法は電話と窓口の2通りが
ありますが、約９割が電話での相談となっています。

商品に関するトラブル
届いた商品が壊れてい
た、子どもがおもちゃで
けがをした、など。

多重債務（借金）に関する相談
借金がかさんで返済でき
ない、など。

サービスに関するトラブル
エステの契約において
中途解約したかったが
できなかった、クリーニン
グに出した品を紛失され
た、など。

悪質商法に関するトラブル
強引な電話セールスや、
訪問販売など。クーリン
グ・オフ※に関する相談。
※一定期間内であれば無条

件で契約を解除できる制度

泣き寝入りする前にまず相談を
約9割が電話で相談

携帯電話・スマートフォン
買い替えだけのつもりが

　　　　スマートフォンの機種変更に出向いたら、
「安くなるから」と自宅の光回線の契約も勧めら
れ契約したが、実際はそんなに安くならなかった。
　　　　　　月額通信料が実際にどのくらい安くな
るのか確認しましょう。また、利用中の回線の解約月
によっては、解約料が高額になることがあります。

アドバイス

アドバイス

事例

事例

賃貸マンションの退去時に
高額な請求をされた
　　　　退去後に、家主が敷金などの精算をしてく
れない。また、高額な原状回復費用を請求された。
　　　　　　退去時には家主、管理会社などの立ち会
いの下で、部屋の現状を確認しましょう。原状回復費用の
内訳について、家主側などに十分な説明を求めましょう。

アドバイス

事例

▼早めの相談がよりよい解決につながります

▲出前消費者講座は希望に合わせて開催します

▲一緒に解決に向けて考えていきます

広報いちかわ　2017年（平成29年）3月18日　No.1564 4広報いちかわ　2017年（平成29年）3月18日　No.15645

●これまでの「広報いちかわ」が市公式Ｗｅｂサイト・検索 広報　　　（http://www.city.ichikawa.lg.jp/pla04/1111000009.html）でご覧になれます。

特集 特集

広 

告

市
で
は
経
費
削
減
の
た
め
有
料
広
告
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。な
お
広
告
内
容
に
関
す
る
一
切
の
責
任
は
広
告
主
に
帰
属
し
ま
す
。詳
し
く
は
広
告
主
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。


